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大野地区地域課題解決検討会プロジェクトチーム規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、大野地区地域課題解決検討会会則第１３条第２項の規定に基づき、

プロジェクトチームの組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

 （プロジェクトチームの種類等） 

第２条 プロジェクトチーム（以下「チーム」という。）の種類並びに付託事項及び委任

事項は、役員会で協議し、会長が定めるとおりとする。 

 （役員） 

第３条 チームに、それぞれ次の役員を置く。 

 (1) チームリーダー １人 

 (2) チームサブリーダー 若干人 

 (3) 事務局長 １人 

２ チームリーダー（以下「リーダー」という。）及びチームサブリーダー（以下「サブ

リーダー」という。）は、大野地区地域課題解決検討会の会長（以下「会長」という。）

が委嘱する。 

３ リーダーは、チームを代表し、会務を総理する。 

４ サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、あらかじめリー

ダーの指名したサブリーダーがその職務を代理する。 

５ 事務局長は、チームの事務局を代表し、事務局を統括する。 

 （会議） 

第４条 チームの会議（以下「チーム会議」という。）は、リーダーが招集し、リーダー

が議長となる。 

２ チーム会議は、原則として、チームの構成員（以下「メンバー」という。）の過半数

の出席がなければ開会し、議決することはできない。ただし、出席できないメンバーは、

あらかじめ通知された事項について、代理のメンバーに権限を委任するか、又は書面で

議決に加わることができる。 

３ チーム会議の議事は、出席したメンバーの過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

４ チーム会議は、必要に応じてメンバー以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴

くことができる。 

 （部会） 

第５条 チームは、運営上必要があるときは、部会を設けることができる。 

２ 部会の委員は、会長が委嘱する。 

３ 部会に関する事項は、当該リーダーが定める。 

 （事務局） 

第６条 チームに事務局を置き、事務所を大野公民館に置く。 

２ 事務局員は、会長が委嘱する。 

３ 事務局員は、事務局長の指示に従い、チームの庶務、会計をつかさどる。 
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 （委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、当該チーム

のリーダーが会長の承認を得て別に定める。 

  附 則 

 この規程は、令和４年４月２８日から施行する。 

 

 

プロジェクトチームの種類並びに付託事項及び委任事項（第２条関係） 

種類 付託事項 委任事項 

総務プロジ

ェクトチー

ム 

１ 本会の運営に関すること 

２ 本会の会議及び催事の実施に

関すること 

３ 行政区再編に関すること 

４ その他、他のチームに属さな

い事項に関すること 

１ 若者及び女性の意見の反映に

関すること 

２ ミニフォーラムに関すること 

３ 行政区再編の支援に関するこ

と 

４ その他、他のチームに属さな

い事項の実施に関すること 

調査プロジ

ェクトチー

ム 

１ 現況調査に関すること 

２ まちウオークに関すること 

３ その他、調査に関すること 

１ 現況調査の実施に関すること 

２ まちウオークの実施に関する

こと 

３ その他、調査の実施に関する

こと 

令和４年４月２８日決定 


